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議会だより No.67

公職選挙法の
「寄付行為等の禁止」について
　議員は村民の皆様とのかかわりにおいて、公職選挙法により寄付行為等が禁止
されておりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
　また、政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されて
います。
　例えば、地域の行事やスポーツ大会への飲食物等の差し入れなどは禁止されています。
 （各種団体からの案内（参加者全員）が会費を負担する場合に同額の負担をする場合を除く。）
※会費が伴う場合はその旨と金額を案内状に明記していただければ幸いです。

視察研修レポート学んで生かすべ !!学んで生かすべ !!進んだ
施策を

　

村
で
は
昨
年
よ
り
社
会
教
育

施
設
建
設
委
員
会
を
設
置
し
、

南
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ

ー
改
修
工
事
や
十
分
な
耐
震
性

が
確
認
で
き
な
い
中
央
公
民
館

の
代
替
施
設
の
建
設
に
つ
い
て

の
協
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
委
員
会
と
し
て
も
、
そ
れ

ら
の
大
型
事
業
の
調
査
研
究
を

目
的
に
、
本
年
１
月
に
完
成
し

た
渋
川
市
の
赤
城
公
民
館
へ
視

察
研
修
に
行
き
ま
し
た
。

　

赤
城
公
民
館
の
１
階
は
、
ホ

ー
ル
（
ス
テ
ー
ジ
、
フ
ロ
ア
）、
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視
聴
覚
室
、

児
童
コ
ー
ナ

ー
も
あ
る
図

書
室
が
あ

り
、
２
階
は

学
習
室
が
２

部
屋
、
調
理

室
、創
作
室
、

さ
ら
に
、
水

屋
を
備
え
て

い
る
広
さ
約

30
畳
の
和
室

が
あ
り
ま
し

た
。
玄
関
ホ

ー
ル
が
広
く
、
展
示
ス
ペ
ー
ス

に
も
な
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
２
階
の
廊
下
や
ラ
ウ
ン
ジ

の
ス
ペ
ー
ス
で
も
作
品
の
展
示

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
特
徴
的
で
し
た
。ま
た
、

事
務
室
と
図
書
室
の
仕
切
り
が

ガ
ラ
ス
に
な
っ
て
お
り
、
様
子

を
見
た
り
、
職
員
の
行
き
来
も

ス
ム
ー
ズ
に
で
き
た
り
と
工
夫

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
創
作
室
に

は
、
制
作
中
の
作
品
を
乾
か
し

た
り
で
き
る
棚
も
あ
り
、
公
民

館
と
し
て
は
珍
し
い
部
屋
だ
と

説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

新
施
設
の
建
設
に
あ
た
っ
て

は
、
ま
だ
基
本
的
な
設
計
ま
で

行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
第
５
次

総
合
計
画
に
も
あ
る
よ
う
に
図

書
館
や
児
童
館
な
ど
の
機
能
が

あ
る
複
合
施
設
を
見
据
え
て
、

施
設
の
細
か
い
部
分
や
使
い
勝

手
な
ど
を
実
際
に
見
る
な
ど
、

今
後
も
他
の
施
設
の
視
察
も
実

施
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
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建
て
替
え
に
生
か
す
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